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法務省人検第157号

令和3年6月23日

内閣総理大臣殿

法務大 臣

（公印省略）

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，東京高等検察庁検事長堺徹の退官に伴い，その後任に福岡高

等検察庁検事長甲斐行夫を，その後任に広島高等検察庁検事長中原亮一を，そ

の後任に最高検察庁公判部長畝本直美を， また大阪高等検察庁検事長榊原一夫

の退官に伴い，その後任に高松高等検察庁検事長曽木徹也を，その後任に東京

地方検察庁検事正山上秀明をそれぞれ充てようとするものであります。

記

最高検察庁公判部長 検 事 畝本直美

東京地方検察庁検事正 検 事 山上秀明

検事長に任命する

東京高等検察庁検事長 検事長 堺 徹

大阪高等検察庁検事長 検事長 榊原一夫

願に依り本官を免ずる

（令和3年7月16日付け）
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